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１１－－６６．．主主要要なな事事業業所所及及びび工工場場並並びびにに使使用用人人のの状状況況  

（（１１））主主要要なな事事業業所所及及びび工工場場  

当 社 

本社：岡山市北区、高松支社：香川県高松市、松山支社：愛媛県松山市、

徳島支社：徳島県徳島市、高知支社：高知県高知市、岡山支社：岡山市

北区、広島支社：広島市中区、山口支社：山口県宇部市、大分支社：大

分県大分市、札幌支社：札幌市中央区、生産本部（工場）：岡山市北区

子会社 

株式会社アピールコム 
本社：山口県宇部市 

子会社 

株式会社ディー・ウォーク・クリエイション 
本社：東京都千代田区 

子会社 

KG MYANMAR COMPANY LIMITED 
本社：ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 

（（２２））使使用用人人のの状状況況  

①企業集団の使用人の状況 

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 

176名（41名） ―名（5名） 

（注）使用人数は従業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 
           
        ②当社の使用人の状況 

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

165名（38名） ２名（５名） 41.6歳 12年10カ月 

（注）使用人数は従業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
  

１１－－７７．．重重要要なな親親会会社社及及びび子子会会社社のの状状況況  

（（１１））親親会会社社のの状状況況  

該当事項はありません。 

 

（（２２））子子会会社社のの状状況況  

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容 

株式会社アピールコム 10,000千円 100％
ＨＲソリューション情報を中心とし
た情報サービス事業等 

株式会社ディー・ウォーク・クリエ
イション 

35,000千円 100％ ウェブサイトの構築・運営等 

KG MYANMAR COMPANY LIMITED 2,727千円 100％
各種リサーチ・コンサルティング事
業等 
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１１－－８８．．主主要要なな借借入入先先及及びび借借入入額額  

該当事項はありません。

２２．．株株式式にに関関すするる事事項項 

（（１１））発発行行可可能能株株式式総総数数             29,548,800株  

（（２２））発発行行済済株株式式のの総総数数                                  7,320,029株（自己株式 77,971株を除く）  

（（３３））当当事事業業年年度度末末のの株株主主数数                             6,000名 

（（４４））上上位位1100名名のの株株主主  

株 主 名 持株数 持株比率 

株式会社ＯＨＡＮＡ 3,351,100株 45.77％ 

株式会社百十四銀行 261,600  3.57  

益田 武美 221,900  3.03  

須田 幸正 188,600  2.57  

ＫＧ社員持株会 151,000  2.06  

株式会社香川銀行 130,800  1.78  

株式会社中国銀行 125,400  1.71  

株式会社伊予銀行 106,800  1.45  

天井 智子 106,000  1.44  

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 63,714  0.87  

（注）持株比率は自己株式（77,971株）を控除して計算しております。 

 

３３．．新新株株予予約約権権等等にに関関すするる事事項項  

該当事項はありません。
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４４．．会会社社役役員員にに関関すするる事事項項  

４４－－１１．．当当社社のの会会社社役役員員にに関関すするる事事項項  

氏       名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

益田  武美 代表取締役社長 
株式会社アピールコム 
代表取締役社長 

板野 信夫 
取締役 
事業推進本部長 

 

橋本  功 
取締役 
ＨＲソリューション事業部長 

 

三上 芳久 
取締役 
管理本部長 

 

藤井 光明 
取締役 
常勤監査等委員 

 

中村  久雄 
取締役 
監査等委員 

税理士 

有澤 和久 
取締役 
監査等委員 

会計士 

中畑 真哉 
取締役 
監査等委員 

弁護士 

 （注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。 

    ２．当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、各種会議への出席を 

継続的、実効的に行うため、藤井光明氏を常勤の監査等委員として選定しております。 

    ３．監査等委員全員は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 

同取引所に届け出ております。  

    ４．当社は役員等賠償責任保険契約に加入しておりません。 

 

４４－－２２．．取取締締役役のの報報酬酬等等のの総総額額  

（（１１））当当事事業業年年度度にに係係るる報報酬酬等等のの総総額額  

区   分 
支給 

人数 
報酬等の総額 

報酬等の種類別の総額 

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員で

あるものを除く） 
４名 50,532千円 50,532千円 －千円 －千円 

取締役（監査等委員） 

（うち社外取締役） 

４名 

(４名) 

 7,800千円 

 （7,800千円）

7,800千円 

(7,800千円) 
－千円 －千円 

合   計 ４名  58,332千円 58,332千円 －千円 －千円 

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
２．報酬等の限度額は、次のとおりであります。 
（１）取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の限度額 

年額500百万円（2017年３月10日開催の第37回定時株主総会決議） 
      ただし、使用人分給与は含みません。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員であるものを除く）の員数

は、６名（うち、社外取締役は０名）です。 
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（２）取締役（監査等委員）の報酬等の限度額 
年額50百万円（2017年３月10日開催の第37回定時株主総会決議） 
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名です。 

３．社外取締役に対する子会社からの役員報酬等はありません。 
 
（（２２））役役員員報報酬酬等等のの内内容容のの決決定定にに関関すするる方方針針等等

１．当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議

しております。取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、原案について独立社外取締役からの意見を尊重し

て決定しているため、取締役会としても当該決定方針に沿うものであると判断しております。 

２．取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する基本方針 

取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動し

た報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし

ております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとしております。 

 

（（３３））当当事事業業年年度度にに支支払払っったた役役員員退退職職慰慰労労金金

該当事項はありません。

 

４４－－３３．．社社外外役役員員にに関関すするる事事項項  

（（１１））他他のの法法人人等等のの業業務務執執行行者者ととのの重重要要なな兼兼職職にに関関すするる事事項項  
該当事項はありません。 
 

（（２２））他他のの法法人人等等のの社社外外役役員員等等ととのの重重要要なな兼兼職職にに関関すするる事事項項
該当事項はありません。 
 

（（３３））自自然然人人ででああるる親親会会社社等等、、事事業業報報告告作作成成会会社社又又はは事事業業報報告告作作成成会会社社のの特特定定関関係係事事業業者者のの業業務務執執行行者者又又はは役役員員とと

のの親親族族関関係係
該当事項はありません。 
 

（（４４））各各社社外外役役員員のの主主なな活活動動状状況況

      ①取締役会及び監査等委員会への出席状況 

 取締役会（18回開催） 監査等委員会（14回開催） 

 出席回数  出席率 出席回数 出席率

取締役（監査等委員） 
藤井 光明 

18回 100％ 14回 100％ 

取締役（監査等委員） 
中村 久雄 

15回 83％ 14回 100％ 

取締役（監査等委員） 
有澤 和久 

15回 83％ 11回 100％ 

取締役（監査等委員） 
中畑 真哉 

15回 83％ 11回 100％ 

（注）当社は監査等委員会設置会社であります。 
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     ②取締役会における発言状況 

・藤井光明氏は、永く銀行業務の中で支店長･調査役・顧問を歴任された視点から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行

っております。 

・中村久雄氏は、税理士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。 

・有澤和久氏は、会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。 

・中畑真哉氏は、弁護士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。 

 

５５．．会会計計監監査査人人にに関関すするる事事項項  

５５－－１１．．会会計計監監査査人人のの名名称称               有限責任監査法人トーマツ 

 

５５－－２２．．会会計計監監査査人人のの報報酬酬等等のの額額及及びび当当該該報報酬酬等等ににつついいてて監監査査等等委委員員会会がが同同意意ししたた理理由由  

 支 払 額 

当事業年度に係る公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 22,000千円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,000千円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬 
の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。 

２．当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会
計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を確認、検討した
結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条の同意を行っております。 

３．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に該当する事項はありません。 
 

５５－－３３．．会会計計監監査査人人のの解解任任又又はは不不再再任任のの決決定定方方針針  
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
 

６６．．会会社社のの業業務務のの適適正正をを確確保保すするるたためめのの体体制制等等のの整整備備にに関関すするる事事項項  

６６－－１１．．決決議議のの内内容容のの概概要要     
取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体

制の整備について、次のとおり定めております。 
 

（（１１））当当社社及及びび当当社社のの子子会会社社（（以以下下、、当当社社ググルルーーププとといいうう））のの取取締締役役及及びび使使用用人人のの職職務務のの執執行行がが法法令令及及びび定定款款にに適適合合すす

るるここととをを確確保保すするるたためめのの体体制制 
    ①企業倫理・コンプライアンス担当取締役を選定し、経営理念を基軸とした当社グループ共通の「コンプライアン



- 13 -

ス・リスク管理規程」を策定するとともに、「コンプライアンスマニュアル」及び「行動規範」を運用し、企業
倫理・コンプライアンスに対する意識向上のための環境を整備する。 

②当社グループの取締役及び使用人に対する教育を徹底すると同時に、「内部通報制度」の運用や定期的に実施し
ている監査等委員会及び内部監査部門による監査をさらに充実させることにより、コンプライアンス体制の拡
充に努める。 

③「内部者取引管理規程」を設け、当社グループの取締役、監査役及び使用人の当社株式等の売買手続等について
規定するとともに、東京証券取引所が作成する「インサイダー取引規制入門」をイントラネットに掲載するなど、
インサイダー取引等の法令違反を防止するための対策を講じる。 

 
（（２２））当当社社のの取取締締役役のの職職務務のの執執行行にに係係るる情情報報のの保保存存及及びび管管理理にに対対すするる体体制制並並びびにに当当社社のの子子会会社社のの取取締締役役のの職職務務のの執執行行

にに係係るる事事項項のの当当社社へへのの報報告告にに関関すするる体体制制 
①当社の取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」、「文書管理
規程」等の社内規程及び法令の定めるところに従い、適時、適切に管理、保存する。 

②当社の取締役から閲覧の希望があった場合は、速やかに対応する体制を整える。
③当社は子会社担当取締役を選任し、当該取締役が子会社の取締役の職務執行状況を随時確認するとともに、原則 
として毎週開催する営業会議、必要に応じ随時開催する経営会議及び毎月開催する取締役会において報告する。 

④当社の取締役管理本部長は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役会等の重要な会議の議事録を開催 
の都度入手し、内容確認の上、保管するとともに、必要に応じ当社の取締役会において報告する。 

 
（（３３））当当社社ググルルーーププのの損損失失のの危危険険のの管管理理にに関関すするる規規程程そそのの他他のの体体制制  

①当社グループで運用する「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「危機対策規程」並びに当社に適用する「防
火管理規程」、「地震等被害対策規程」等の社内規程に基づき、環境の整備・リスクの適切な識別、評価・モニタ
リング等のリスク管理体制を構築する。 

②コンプライアンス・リスク管理担当取締役を選任し、管理本部管理部を主管部署とする。 
③内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告する。 
④不測の事態が発生した場合は、その内容の重要性を勘案し、必要に応じて対策本部を設置する等、迅速かつ適切
な対応を実施することにより、損害を最小限に抑える体制を整える。 

 
（（４４））当当社社ググルルーーププのの取取締締役役のの職職務務のの執執行行がが効効率率的的にに行行わわれれてていいるるここととをを確確保保すするるたためめのの体体制制  

①「取締役会規程」、「経営会議規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等の社内規程
に基づき、取締役及び使用人の業務範囲や職務権限、責任と義務等を明確にするとともに、指揮、命令系統の一
本化を図り、業務を効率的に遂行する体制を構築する。 

②業績管理については「予算管理規程」に規定する手続に基づき、取締役会において経営計画を決定し、毎月開催
する当社の取締役会において各取締役より子会社を含めた担当部門の月別施策及び結果の報告を行い、必要に
応じて計画の修正を行う体制を整える。

③重要な業務執行の決定を効率的かつ迅速に行うため、定款の定めに基づき取締役会から取締役に委任された事
項について審議、決定する機関として、取締役（監査等委員である取締役を除く）で構成する経営会議を設置し、
随時開催する。 

④当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、事業部長及び本部長で構成する営業会議を原則として毎週開
催し、当社グループの直近の状況を報告、確認することにより主要な経営幹部間の情報の共有化を図り、市場動
向の変化等の経営環境の変化に即応する体制を構築する。また、常勤の監査等委員は当該会議開催の都度、取締
役管理本部長から報告を受けることにより、当社グループの業務執行状況及び業績の動向等をタイムリーに把
握する。 

⑤当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び部門責任者出席による事業部会議を毎月開催し、部門別の
状況を確認するとともに、経営方針の再確認等による意思の統一や中間管理職の研修の場としても活用する。 
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（（５５））監監査査等等委委員員会会のの職職務務をを補補助助すすべべきき使使用用人人にに関関すするる事事項項及及びび当当該該使使用用人人のの当当社社のの取取締締役役（（監監査査等等委委員員ででああるる取取締締

役役をを除除くく））かかららのの独独立立性性にに関関すするる事事項項並並びびにに監監査査等等委委員員会会のの当当該該使使用用人人にに対対すするる指指示示のの実実効効性性のの確確保保にに関関すするる

事事項項  
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。その人選

及び人事考課等については監査等委員会の同意を得たうえで決定する。 
 

（（６６））当当社社のの取取締締役役（（監監査査等等委委員員ででああるる取取締締役役をを除除くく））及及びび使使用用人人がが監監査査等等委委員員会会にに報報告告ををすするるたためめのの体体制制並並びびにに当当
社社のの子子会会社社のの取取締締役役、、監監査査役役及及びび使使用用人人又又ははここれれららのの者者かからら報報告告をを受受けけたた者者がが監監査査等等委委員員会会にに報報告告ををすするるたためめ
のの体体制制 

①当社グループで運用する「内部通報規程」において通報窓口担当取締役を明確にし、通報窓口担当取締役は必要
に応じ、通報内容及び調査状況を監査等委員会及び取締役会に報告する。 

②当社グループの取締役及び使用人並びに当社の子会社の監査役は、監査等委員会又は選定監査等委員の求めに
応じ、業務執行状況等の報告を行う。 

③内部統制責任者は、当社グループのコンプライアンス状況を定期的に当社の取締役会に報告する。 
 

（（７７））前前項項のの報報告告ををししたた者者がが当当該該報報告告ををししたたここととをを理理由由ととししてて不不利利なな取取扱扱いいをを受受けけなないいここととをを確確保保すするるたためめのの体体制制
当社グループで運用する「内部通報規程」に当該報告をしたことを理由として報告者に対していかなる不利益な

取扱いを行ってはいけない旨を定め、当該報告者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合は、
「就業規則」に従って処分を科す。 
 

（（８８））監監査査等等委委員員のの職職務務のの執執行行ににつついいてて生生ずずるる費費用用のの前前払払又又はは償償還還のの手手続続そそのの他他のの当当該該職職務務のの執執行行ににつついいてて生生ずずるる費費

用用又又はは債債務務のの処処理理にに係係るる方方針針にに関関すするる事事項項  
監査等委員の職務の執行について生ずる費用は会社が負担することとし、毎期予算計上するとともに監査等委

員の請求及び関連社内規程に基づき、適正に処理する。 
 

（（９９））そそのの他他監監査査等等委委員員会会のの監監査査がが実実効効的的にに行行わわれれるるここととをを確確保保すするるたためめのの体体制制  
①監査等委員は取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行について厳正に監査を

行う。
  ②監査等委員は、取締役会以外の重要な会議に定期的に出席し、業務執行状況を把握する。
  ③監査等委員は、コンプライアンス及び内部監査部門と情報を共有し、コンプライアンス及び内部監査状況を常に

把握する体制を整える。また、必要に応じて内部監査部門に対し指示を行う。
  ④監査等委員会は、定期的に会計監査人との意見交換を行う。
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６６－－２２．．体体制制のの運運用用状状況況のの概概要要      

（（１１））業業務務のの適適正正をを確確保保すするるたためめのの体体制制のの運運用用状状況況のの概概要要  
当社は、業務の適正を確保するための体制について、監査等委員監査、内部監査及び内部統制委員会等を通じ

て、当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用状況を継続的に調査し、その結果を随時又は定期的に取
締役会に報告することにより、適切な内部統制システムの構築、運用に努めております。

 
（（２２））剰剰余余金金のの配配当当決決定定にに関関すするる方方針針  

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと認識し、業績に対応し、かつ安定的な配当を継
続することを基本方針としております。 

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項につきましては、定款の定め（2017
年３月 10 日開催の第 37 回定時株主総会承認）により、取締役会決議で実施可能としており、当事業年度の期末
配当につきましては、2026 年１月 26 日開催の取締役会において次のとおり決議いたしました。 

 

    剰余金の処分に関する決議内容（2026年１月26日取締役会決議） 

      剰余金の配当        普通配当 18.00円 

     配当金の総額           131,760,522円 

     効力発生日             2026年２月24日 
 
   上記期末配当の実施により、2025年８月に実施した中間配当18.00円と併せて、年間配当金は1株当たり36.00円

となりました。 

 

７７．．特特定定完完全全子子会会社社にに関関すするる事事項項  

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．本事業報告中の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

    ２．営業収益などの記載金額には、消費税等は含まれておりません。 
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連連  結結  貸貸    借借    対対    照照    表表  

（2025年12月20日現在） 
（単位：千円） 

科  目 金     額 科  目 金     額 

（（資資    産産    のの    部部））    （（負負    債債    のの    部部））    

流流 動動 資資 産産                      55,,552299,,992277  流流 動動 負負 債債                      660044,,331166  

   現 金 及 び 預 金           5,041,122    買 掛 金           51,236 

   受 取 手 形            4,028    未 払 金           233,865 

売 掛 金            381,633    未 払 法 人 税 等           100,841 

契 約 資 産            70,964    前 受 金           67,613 

   製 品           5,282 賞 与 引 当 金           611 

   仕 掛 品           206    そ の 他           150,149 

   原 材 料 及 び 貯 蔵 品           14,092 固固 定定 負負 債債                      226633,,221100  

   そ の 他            13,762     役員退職慰労引当金           188,196 

   貸 倒 引 当 金            △1,164  退職給付に係る負債           55,596 

固固 定定 資資 産産                     11,,335599,,668833 繰 延 税 金 負 債           9,891 

 有有 形形 固固 定定 資資 産産                       11,,111166,,777777 資 産 除 去 債 務            7,386 

   建 物 及 び 構 築 物           301,624    そ の 他           2,139 

   機械装置及び運搬具           28,158 負負 債債 合合 計計                      886677,,552277  

   土 地            774,791 （（純純  資資  産産    のの    部部））    

  そ の 他            12,202 株株    主主    資資    本本  55,,995588,,334499  

 無無 形形 固固 定定 資資 産産                       4433,,994444       資資 本本 金金                      11,,001100,,003366  

 投投 資資 そそ のの 他他 のの 資資 産産                       119988,,996611       資資 本本 剰剰 余余 金金                      998877,,886633  

   投 資 有 価 証 券           116,280       利利 益益 剰剰 余余 金金                      33,,999966,,772266  

   繰 延 税 金 資 産           1,164       自自 己己 株株 式式                      △△3366,,227766  

   そ の 他           82,630 そそのの他他のの包包括括利利益益累累計計額額                      6611,,775577  

  貸 倒 引 当 金           △1,113  その他有価証券評価差額金  60,861  

   為 替 換 算 調 整 勘 定            895 

  新新 株株 予予 約約 権権                     11,,997766 

    純純 資資 産産 合合 計計                      66,,002222,,008833  

                資資 産産 合合 計計                        66,,888899,,661100  負負  債債  ・・  純純  資資  産産  合合  計計  66,,888899,,661100  

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連連  結結  損損 益益 計計 算算 書書

2024 年 12 月 21 日から 
2025 年 12 月 20 日まで 

 （単位：千円） 

科     目 金     額 

  営営 業業 収収 益益                           22,,773366,,110055  

  営営 業業 原原 価価                          
 

11,,990077,,663377  

     営営 業業 総総 利利 益益                         882288,,446688  

  販販売売費費及及びび一一般般管管理理費費                          
 

338877,,771133  

      営営 業業 利利 益益                          444400,,775555  

  営営 業業 外外 収収 益益                            

          受 取 利 息             8,285  

          受 取 配 当 金             3,474  

          不 動 産 賃 貸 料             6,126  

          古 紙 売 却 収 入             3,007  

          そ の 他             1,695 22,589 

    営営 業業 外外 費費 用用                            

          不 動 産 賃 貸 費 用             1,459  

          固 定 資 産 除 却 損              1,433  

          そ の 他             184 3,077 

            経経 常常 利利 益益                           446600,,226677  

            税税金金等等調調整整前前当当期期純純利利益益                           446600,,226677  

     法人税、住民税及び事業税             120,132  

     法 人 税 等 調 整 額             4,329 124,461 

当当 期期 純純 利利 益益                         
 
 

333355,,880055  

          親親会会社社株株主主にに帰帰属属すするる  
当当 期期 純純 利利 益益  

333355,,880055  

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。 
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連連結結株株主主資資本本等等変変動動計計算算書書  

2024年12月21日から 
2025年12月20日まで 

（単位：千円） 

 
株   主   資   本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,010,036 987,863 3,924,442 △36,276 5,886,064

当期変動額  

 剰余金の配当  △263,521  △263,521

 親会社株主に帰属する当期純利益 335,805  335,805

 株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

 

当期変動額合計 ― ― 72,284 ― 72,284

当期末残高 1,010,036 987,863 3,996,726 △36,276 5,958,349

   

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算 
調整勘定 

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 20,728 828 21,556 ― 5,907,621

当期変動額  

 剰余金の配当   △263,521

 親会社株主に帰属する当期純利益  335,805

 株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

40,133 67 40,201 1,976 42,177

当期変動額合計 40,133 67 40,201 1,976 114,462

当期末残高 60,861 895 61,757 1,976 6,022,083

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。 
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連連結結注注記記表表  
  

１１．．連連結結計計算算書書類類のの作作成成ののたためめのの基基本本ととななるる重重要要なな事事項項にに関関すするる注注記記等等 

１１－－１１．．連連結結のの範範囲囲にに関関すするる事事項項  

（（１１））連連結結子子会会社社のの数数及及びび連連結結子子会会社社のの名名称称  
     連結子会社の数         ３社 
     連結子会社の名称     株式会社アピールコム 
                  株式会社ディー・ウォーク・クリエイション 
                KG MYANMAR COMPANY LIMITED 

 
（（２２））連連結結子子会会社社のの事事業業年年度度等等にに関関すするる事事項項  

       株式会社アピールコム及び株式会社ディー・ウォーク・クリエイションの決算日は９月30日であり、KG MYANMAR 
COMPANY LIMITEDの決算日は３月31日であります。連結計算書類を作成するに当たっては、株式会社アピールコ
ム及び株式会社ディー・ウォーク・クリエイションについては、９月30日現在の計算書類を使用し、KG MYANMAR 
COMPANY LIMITEDについては、９月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日との間に
生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 
１１－－２２．．会会計計方方針針にに関関すするる事事項項  

（（１１））資資産産のの評評価価基基準準及及びび評評価価方方法法  
      ①有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 
        市場価格のない株式等以外のもの 

・・・連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理 
し、売却原価は移動平均法により算定） 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
        製  品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 

により算定） 
        仕掛品・・・・・・・・主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下 

げの方法により算定） 
        原材料及び貯蔵品・・・主要原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿 

価切下げの方法により算定） 
補助原材料及び貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定） 

（（２２））固固定定資資産産のの減減価価償償却却のの方方法法  
①有形固定資産・・・・・定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに 

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法） 
なお、主な耐用年数は建物31年～38年、機械装置及び運搬具７年～10年であります。 

     ②無形固定資産・・・・・定額法 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。 

     ③リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
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（（３３））引引当当金金のの計計上上基基準準  
①貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計 
上しております。                                 

    ②賞与引当金・・・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結 
会計年度の負担額を計上しております。 

③役員退職慰労引当金・・当社は、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内規に基づく当
連結会計年度末要支給額を計上しております。

 
（（４４））退退職職給給付付にに係係るる会会計計処処理理のの方方法法  

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

 
（（５５））  重重要要なな収収益益及及びび費費用用のの計計上上基基準準  

①ＨＲソリューション関連情報 
ＨＲソリューション関連情報は、求人広告の掲載を主軸とする事業であります。 
同事業に係る収益は、主に、顧客(広告主)との契約に基づく求人広告を掲載することにより生じており、求 

人広告の掲載日に収益を認識しております。 
また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでお 

りません。 
②生活関連情報 
生活関連情報は、家づくり相談・紹介サービスを主軸とする事業であります。 
同事業に係る収益は、主に、顧客(住宅施工会社)との契約に基づく施主の紹介等により生じており、住宅建 

築工事の着工日に収益を認識しております。 
また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでお 

りません。 
 

２２..  会会計計上上のの見見積積りりにに関関すするる注注記記  

   （繰延税金資産の回収可能性） 

   (1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

    繰延税金資産           1,164千円 

    繰延税金負債            9,891千円 

 

   (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

    当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得が確保できることや、回収可能性があると判断した将来減

算一時差異について繰延税金資産を計上しております。 

    繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき、回収が見

込まれる繰延税金資産を見積っております。収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得は、取締役会によって承

認された事業計画に、過去における計画の達成状況等を考慮して見積っております。 

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、前提とした条件や仮定に変更が生じた 

場合、翌事業年度の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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３３．．連連結結貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記  
 
有形固定資産の減価償却累計額 2,020,133千円 

４４..  連連結結損損益益計計算算書書にに関関すするる注注記記  
（顧客との契約から生じる収益） 
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客 

との契約から生じる収益の金額は、連結計算書類「注記事項 ７．収益認識に関する注記 ７－１．顧客との契約
から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 
  

５５．．連連結結株株主主資資本本等等変変動動計計算算書書にに関関すするる注注記記  

５５－－１１．．当当連連結結会会計計年年度度末末のの発発行行済済株株式式のの種種類類及及びび総総数数  
  
普通株式                7,398,000株 

  

５５－－２２．．配配当当にに関関すするる事事項項  

（（１１））配配当当金金支支払払額額  

決議 
株式の 
種 類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

2025年１月24日 
取締役会 

普通株式 131,760 18.00 2024年12月20日 2025年２月25日 

2025年７月７日 
取締役会 

普通株式 131,760 18.00 2025年６月20日 2025年８月18日 

計  263,521   

 

（（２２））基基準準日日がが当当連連結結会会計計年年度度にに属属すするる配配当当ののううちち、、配配当当のの効効力力発発生生日日がが翌翌連連結結会会計計年年度度ととななるるもものの  

決議 
株式の 
種 類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

2026年１月26日 
取締役会 

普通株式 131,760 18.00 2025年12月20日 2026年２月24日 

 
 

６６．．金金融融商商品品にに関関すするる注注記記  

６６－－１１．．金金融融商商品品のの状状況況にに関関すするる事事項項 
（（１１））金金融融商商品品にに対対すするる取取組組方方針針  

当社グループは、主に情報提供サービス事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を調達してお
りますが、現在のところ大きな設備投資計画がないため、当面資金調達の予定はありません。また、短期的な運
転資金についても現在のところ借入等の必要は生じておりません。余資は安全性の高い金融資産で運用してお
り、デリバティブ取引等投機的な取引は行わない方針であります。 



- 22 -

（（２２））金金融融商商品品のの内内容容及及びびそそののリリススクク  
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先

企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
未払金は、すべて３カ月以内の支払期日であります。

（（３３））金金融融商商品品にに係係るるリリススクク管管理理体体制制  
①信用リスク（取引先の契約債務不履行等に係るリスク）の管理   
当社は、顧客管理システム及び入金遅滞管理システムにおいて、事業部門ごとに入金遅滞先の状況を毎日確認

する環境を整えております。また、内部監査室及び管理部では、入金遅滞管理システムを通じ、回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。 
②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 
当社は、現在借入金及び社債の発行等は行っておりません。 
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財政状況等を把握し、また、取引先企業と

の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理   
当社は、管理部が、各部門からの報告等に基づき支払に係る情報を把握し、現金及び預金等の当座資産を勘案

した上で、毎月管理本部長に報告すること等により流動性リスクを管理しております。  
  

（（４４））金金融融商商品品のの時時価価等等にに関関すするる事事項項ににつついいててのの補補足足説説明明  
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。

  

６６－－２２．．金金融融商商品品のの時時価価等等にに関関すするる事事項項  

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

(単位：千円)  
  連結貸借対照表計上額  時価  差額  

投資有価証券  116,280 116,280 ――

資産計  116,280 116,280 ――

（注）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「未払金」については、現金であること、及び、短期間で決済されるた
め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。  
 

６６－－３３．．金金融融商商品品のの時時価価ののレレベベルルごごととのの内内訳訳等等にに関関すするる事事項項  

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル 

に分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時 

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算 

定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
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属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当連結会計年度（2025年12月20日） 

区分 
時価(千円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 116,280 ― ― 116,280

資産計 116,280 ― ― 116,280

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

      投資有価証券 

        上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。 

 

７７..  収収益益認認識識にに関関すするる注注記記  

７７－－１１..顧顧客客ととのの契契約約かからら生生じじるる収収益益をを分分解解ししたた情情報報  

        当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、顧客との契約から生じる収益を分解した
情報は、以下のとおりであります。 

（単位：千円） 

 情報関連事業 

その他 合計 ＨＲソリューシ

ョン関連情報 
生活関連情報 計 

営業収益  

 岡山県 261,417 222,737 484,154 18,932 503,087

 広島県 247,314 89,347 336,661 1,089 337,751

 香川県 188,876 120,161 309,038 6,368 315,406

 その他 420,290 689,627 1,109,917 469,943 1,579,860

 顧客との契約から生

じる収益 
1,117,898 1,121,873 2,239,771 496,333 2,736,105

(注)１ 情報関連事業以外のその他は、主に他社印刷物の受注に係る印刷事業及びウェブサイトの構築・運営等に
係るものであります。 

      ２ 県別のその他は、愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、兵庫県、埼玉県、神奈川県、山梨
県、東京都及び北海道他であります。 
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７７－－２２..顧顧客客ととのの契契約約かからら生生じじるる収収益益をを理理解解すするるたためめのの基基礎礎ととななるる情情報報    

連結計算書類「注記事項 １. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等１－２. 会

計方針に関する事項（５）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

７７－－３３..顧顧客客ととのの契契約約にに基基づづくく履履行行義義務務のの充充足足とと当当該該契契約約かからら生生じじるるキキャャッッシシュュ・・フフロローーととのの関関係係並並びびにに当当連連結結会会計計年年

度度末末ににおおいいてて存存在在すするる顧顧客客ととのの契契約約かからら翌翌連連結結会会計計年年度度以以降降にに認認識識すするるとと見見込込ままれれるる収収益益のの金金額額及及びび時時期期にに

関関すするる情情報報  

（１）契約資産及び契約負債の残高等  

当連結会計年度における当社及び連結子会社における顧客との契約から生じた債権、契約資産及び 

契約負債の期首及び期末残高は以下のとおりであります。 

（単位：千円）      

 当連結会計年度 

期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権   

 受取手形 2,886 4,028 

 売掛金 326,218 381,633 

 329,104 385,662 

契約資産 81,309 70,964 

契約負債   

 前受金 74,568 67,613 

契約資産は、主に、請負業務契約について期末日時点で完了しているが未請求の債権であります。契約資産は、

対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられま

す。当該請負業務契約に関する対価は、契約条件に従い、業務完了後に請求し、履行義務の充足時点から３カ月

以内に受領しております。 

契約負債は、主に、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り

崩されます。 

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、41,724千円で

あります。また、当連結会計年度において、契約資産が10,345千円減少した主な理由は、収益認識による増加及

び売上債権への振替による減少であります。また、当連結会計年度において、契約負債が6,955千円減少した主な

理由は、前受金による増加及び収益認識による減少であります。 

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

     当社グループでは、当初に予想される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引

価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。 
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８８．．１１株株当当たたりり情情報報にに関関すするる注注記記 
 

１株当たり純資産額            822円42銭 

１株当たり当期純利益           45円87銭 

  

９９．．そそのの他他のの注注記記  

  

該当事項はありません。  
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貸貸 借借 対対 照照 表表

（2025年12月20日現在） 
（単位：千円） 

科  目 金     額 科  目 金     額 

（（資資    産産    のの    部部））  （（負負    債債    のの    部部））  

流流 動動 資資 産産                      55,,332266,,228899 流流 動動 負負 債債                      557744,,332211

   現 金 及 び 預 金           4,842,445    買 掛 金           50,821

   受 取 手 形           4,028    未 払 金           228,157

   売 掛 金           378,323    未 払 費 用           18,185

契 約 資 産            69,428    未 払 法 人 税 等           100,446

   製 品           5,282    前 受 金           61,629

   仕 掛 品           206    預 り 金           26,802

   原 材 料 及 び 貯 蔵 品           14,075  賞 与 引 当 金           575

   前 払 費 用           2,152    そ の 他           87,704

  そ の 他           11,497 固固 定定 負負 債債                     226633,,221100

   貸 倒 引 当 金           △1,152    退 職 給 付 引 当 金           55,596

固固 定定 資資 産産                     11,,556666,,223344    役員退職慰労引当金            188,196

 有有 形形 固固 定定 資資 産産                        11,,001155,,330088    繰 延 税 金 負 債            9,891

   建 物            240,986    資 産 除 去 債 務           7,386

   構 築 物            4,831    そ の 他           2,139

   機 械 及 び 装 置           28,158 負負 債債 合合 計計                     883377,,553322

   車 両 運 搬 具           0 （（純純  資資  産産    のの    部部）） 

   工具、器具及び備品           12,140 株株    主主    資資    本本  55,,999922,,115522

   土 地           729,191     資資 本本 金金                      11,,001100,,003366

 無無 形形 固固 定定 資資 産産                       4433,,777766     資資 本本 剰剰 余余 金金                      998877,,886633

  ソ フ ト ウ エ ア            26,632       資 本 準 備 金  983,604

   そ の 他            17,143       そ の 他 資 本 剰 余 金 4,259

 投投 資資 そそ のの 他他 のの 資資 産産                       550077,,114499     利利 益益 剰剰 余余 金金                     44,,003300,,552299

   投 資 有 価 証 券           116,280       利 益 準 備 金  7,935

   関 係 会 社 株 式            263,730       そ の 他 利 益 剰 余 金  4,022,594

  関 係 会 社 出 資 金 3,977    固定資産圧縮積立金      3,271

  関係会社長期貸付金           50,000    繰 越 利 益 剰 余 金      4,019,322

   そ の 他           76,837   自自 己己 株株 式式                     △△3366,,227766

   貸 倒 引 当 金           △3,674 評評 価価 ・・ 換換 算算 差差 額額 等等  6600,,886611

 その他有価証券評価差額金  60,861

 新新 株株 予予 約約 権権                        11,,997766

 純純 資資 産産 合合 計計                      66,,005544,,999911

資資 産産 合合 計計                         66,,889922,,552233 負負  債債  ・・  純純  資資  産産  合合  計計  66,,889922,,552233
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損損    益益    計計    算算    書書  

2024年12月21日から 
2025年12月20日まで 

（単位：千円） 

科     目 金     額 

  営営 業業 収収 益益                           22,,662211,,884411  

  営営 業業 原原 価価                          
 

11,,884422,,444422  

     営営 業業 総総 利利 益益                         777799,,339999  

  販販売売費費及及びび一一般般管管理理費費                         
 

333355,,002255  

      営営 業業 利利 益益                          444444,,337744  

  営営 業業 外外 収収 益益                            

          受 取 利 息             8,071  

          受 取 配 当 金             3,474  

          不 動 産 賃 貸 料             6,276  

     古 紙 売 却 収 入             3,007  

          貸 倒 引 当 金 戻 入 額              2,966  

          そ     の     他 413 24,210 

    営営 業業 外外 費費 用用                            

          不 動 産 賃 貸 費 用             1,459  

          固 定 資 産 除 却 損              1,433  

          そ の 他             184 3,077 

            経経 常常 利利 益益                          446655,,550066  

            税税 引引 前前 当当 期期 純純 利利 益益                           446655,,550066  

     法人税、住民税及び事業税             118,668  

     法 人 税 等 調 整 額             4,493 123,161 

      当当 期期 純純 利利 益益                           334422,,334444  

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。 
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株株主主資資本本等等変変動動計計算算書書  

2024年12月21日から 
2025年12月20日まで 

（単位：千円） 

 

 

 

 

株   主   資   本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 
固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益

剰余金 

当期首残高 1,010,036 983,604 4,259 987,863 7,935 3,725 3,940,044 3,951,705

当期変動額   

 剰余金の配当   △263,521 △263,521

 固定資産圧縮積立金の取崩  △454 454 ―

 当期純利益   342,344 342,344

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額（純額） 

  

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △454 79,278 78,823

当期末残高 1,010,036 983,604 4,259 987,863 7,935 3,271 4,019,322 4,030,529

 

 
株主資本 

評価・換算

差額等 
新株予約権 純資産合計 

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 △36,276 5,913,328 20,728 ― 5,934,057 

当期変動額   

 剰余金の配当  △263,521 △263,521 

 固定資産圧縮積立金の取崩  ― ― 

 当期純利益  342,344 342,344 

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額（純額） 

 40,133 1,976 42,110 

当期変動額合計 ― 78,823 40,133 1,976 120,934 

当期末残高 △36,276 5,992,152 60,861 1,976 6,054,991 

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。 



- 29 -

個個別別注注記記表表  
  

１１．．重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記  

１１－－１１..資資産産のの評評価価基基準準及及びび評評価価方方法法  

（（１１））有有価価証証券券のの評評価価基基準準及及びび評評価価方方法法  
    ①子会社株式・・・・・・移動平均法による原価法 
    ②その他有価証券 
       市場価格のない株式等以外のもの 

・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、 
売却原価は移動平均法により算定） 

 
（（２２））棚棚卸卸資資産産のの評評価価基基準準及及びび評評価価方方法法  

      ①製  品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 
により算定） 

      ②仕掛品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 
により算定） 

      ③原材料及び貯蔵品・・・主要原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿 
価切下げの方法により算定） 
補助原材料及び貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく 
簿価切下げの方法により算定） 

  

１１－－２２．．固固定定資資産産のの減減価価償償却却のの方方法法  
（（１１））有有形形固固定定資資産産・・・・・定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに 

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法） 
なお、主な耐用年数は建物31年～38年、機械及び装置７年～10年であります。 

（（２２））無無形形固固定定資資産産・・・・・定額法 
                なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。 
（（３３））リリーースス資資産産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

                リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
  

１１－－３３．．引引当当金金のの計計上上基基準準  
（（１１））貸貸倒倒引引当当金金・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計 
上しております。 

（（２２））賞賞与与引引当当金金・・・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業 
年度の負担額を計上しております。 

（（３３））退退職職給給付付引引当当金金・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づ
き計上しております。

（（４４））役役員員退退職職慰慰労労引引当当金金・・役員の退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度
末要支給額を計上しております。 
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１１－－４４．．重重要要なな収収益益及及びび費費用用のの計計上上基基準準  

① ＨＲソリューション関連情報 

ＨＲソリューション関連情報は、求人広告の掲載を主軸とする事業であります。 

同事業に係る収益は、主に、顧客(広告主)との契約に基づく求人広告を掲載することにより生じており、求 

人広告の掲載日に収益を認識しております。 

また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおり 

ません。 

② 生活関連情報 

生活関連情報は、家づくり相談・紹介サービスを主軸とする事業であります。 

同事業に係る収益は、主に、顧客(住宅施工会社)との契約に基づく施主の紹介等により生じており、住宅建築 

工事の着工日に収益を認識しております。 

また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおり 

ません。 
 
 
２２..  会会計計上上のの見見積積りりにに関関すするる注注記記  

     (繰延税金資産の回収可能性) 

   （１）当事業年度の計算書類に計上した金額 

    繰延税金資産                            ―千円 

    繰延税金負債               9,891千円 

 

   （２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

    （１）の金額の算出方法は、連結注記表「２.会計上の見積りに関する注記（繰延税金資産の回収可能性）」に記

載のとおりであります。 

  

  

３３．．貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記  
 

有形固定資産の減価償却累計額          1,909,310千円 

 

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く) 

 短期金銭債権                3,482千円 

 短期金銭債務                2,665千円   

            

４４..  損損益益計計算算書書にに関関すするる注注記記  

 
関係会社との取引高 

 営業取引による取引高 

  営業収益                17,451千円 

  営業原価                 7,365千円 
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５５．．株株主主資資本本等等変変動動計計算算書書にに関関すするる注注記記  
 
  当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

   普通株式                     77,971 株 
  
  

６６．．税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記  

６６－－１１．．繰繰延延税税金金資資産産及及びび繰繰延延税税金金負負債債のの発発生生のの主主なな原原因因別別のの内内訳訳  

 
  繰延税金資産             
   役員退職慰労引当金               59,018千円 
   減損損失                    202,111千円 
   退職給付引当金                 17,435千円 

関係会社株式評価損               18,983千円 
   資産除去債務                    2,316千円 

未払事業税                    4,611千円 
その他                     25,993千円 

  繰延税金資産小計                 330,469千円 
   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  △309,672千円  

評価性引当額小計                 △309,672千円 
  繰延税金資産合計                 20,797千円 
 
  繰延税金負債  
   その他有価証券評価差額金            27,806千円 
      資産除去債務対応資産               1,254千円 
   固定資産圧縮積立金                 1,628千円 
  繰延税金負債合計               30,688千円
  繰延税金負債の純額                    9,891千円 
 

６６－－２２．．法法定定実実効効税税率率とと税税効効果果会会計計適適用用後後のの法法人人税税等等のの負負担担率率ととのの差差異異のの原原因因ととななっったた主主なな項項目目のの内内訳訳  

  

法定実効税率                    30.4％ 

  （調整） 

   永久に損金に算入されない項目           0.2％ 

   住民税均等割                   2.5％ 

   評価性引当額の増減                △2.7％ 

税額控除                     △3.0％ 

   その他                     △1.0％ 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率         26.4％ 
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７７..  収収益益認認識識にに関関すするる注注記記  

 

計算書類「注記事項 １.重要な会計方針に係る事項に関する注記 １－４.重要な収益及び費用の計上基準」に 

記載のとおりであります。 

 

 

８８．．１１株株当当たたりり情情報報にに関関すするる注注記記  
 

１株当たり純資産額                 826 円 91 銭  

１株当たり当期純利益                46 円 77 銭   

 

 

９９．．そそのの他他のの注注記記  

 

  該当事項はありません。 
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連連結結計計算算書書類類にに係係るる会会計計監監査査人人のの監監査査報報告告書書  

独独立立監監査査人人のの監監査査報報告告書書  
                  2026年１月26日  

株 式 会 社 Ｋ Ｇ 情 報 

 取  締  役  会  御 中 

有限責任監査法人 トーマツ             

     大 阪 事 務 所 

指定有限責任社員 
公認会計士 久保 誉一   

業務執行社員 

指定有限責任社員 
公認会計士 西原 大祐   

業務執行社員 

監査意見 
当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、株式会社ＫＧ情報の 2024 年 12 月 21 日から 2025 年 12

月 20 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＫＧ情報及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。
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利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以  上 
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計計算算書書類類にに係係るる会会計計監監査査人人のの監監査査報報告告書書  

独独立立監監査査人人のの監監査査報報告告書書  
         2026年１月26日 

株 式 会 社 Ｋ Ｇ 情 報 

 取  締  役  会  御 中  

有限責任監査法人 トーマツ             

     大 阪 事 務 所 

指定有限責任社員 
公認会計士 久保 誉一   

業務執行社員 

指定有限責任社員 
公認会計士 西原 大祐   

業務執行社員 

監査意見 
当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社ＫＧ情報の 2024 年 12 月 21 日から

2025 年 12 月 20 日までの第 46 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。 

 
監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内

容について報告を行う。 
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利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 
 

以  上 



- 39 -

監監査査等等委委員員会会のの監監査査報報告告書書
 

  監監  査査  報報  告告  書書    
 

当監査等委員会は、2024年12月21日から2025年12月20日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたし
ました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 
 監査等委員会は、会社法第 399 条の 13 第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施
しました。 
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、

取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。 

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「 職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
 

２．監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果 
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

2026 年 1 月 26 日 

                                   株式会社ＫＧ情報 監査等委員会 
                        常勤監査等委員  藤井 光明 印 
                        監査等委員    中村 久雄 印 

                      監査等委員    有澤 和久 印
監査等委員    中畑 真哉 印 

（注）監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。 

以  上 
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株株主主総総会会参参考考書書類類  
  

議議案案及及びび参参考考事事項項  

第第１１号号議議案案  取取締締役役（（監監査査等等委委員員ででああるる取取締締役役をを除除くく））４４名名選選任任のの件件  

本株主総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名全員が任期満了となりますので、
取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。 
候補者は、次のとおりであります。 

候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所 有 す る  
当社株式の数  

１ 益
ます

 田
だ

 武
たけ

 美
み

 

（1958年２月12日） 

1980年１月 有限会社マスダ出版設立 代表取締役就任 

1984年２月 有限会社ベルクに商号変更 代表取締役就任 

1993年３月 株式会社ケージー情報出版へ組織変更 

      代表取締役社長就任 

1995年８月 当社代表取締役社長就任（現任） 

2018年３月 株式会社アピールコム 

代表取締役社長就任（現任） 

221,900株

２ 板
いた

 野
の

 信
のぶ

 夫
お

 

（1964年4月11日） 

1985年９月 当社入社 

2003年12月 執行役員第２求人事業部長就任 

2005年３月 取締役事業推進本部長就任 

2014年１月 取締役事業推進本部長兼イーノ事業部長就任 

2017年１月 取締役事業推進本部長就任（現任） 

39,800株

３ 橋
はし

 本
もと

  功
いさお

 

（1974年１月12日） 

1998年２月 当社入社 

2008年３月 取締役販売本部長就任 

2008年４月 取締役求人事業部長就任 

2023年12月 取締役ＨＲソリューション事業部長就任 

（現任） 

17,200株

４ 三
み

 上
かみ

 芳
よし

 久
ひさ

 

（1954年２月19日） 

1988年９月 当社入社 

2003年12月 執行役員管理本部長就任 

2005年３月 取締役管理本部長就任（現任） 

20,400株

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 
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第第２２号号議議案案  監監査査等等委委員員ででああるる取取締締役役３３名名選選任任のの件件 
本株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役２名が任期満了となります。また本株主総会の 

終結の時をもって、監査等委員である取締役藤井光明氏が辞任されますので、監査等委員である取締役３名 
の選任をお願いするものであります。 
 なお、本議案に関しましては、監査当委員会の同意を得ております。 

候補者は、次のとおりであります。 

候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所 有 す る  
当社株式の数  

１ 有
あり

 澤
さわ

 和
かず

 久
ひさ

 

（1962年３月16日） 

1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任 

監査法人トーマツ）入社 

1993年８月 公認会計士登録  

2010年12月 税理士登録 

2011年１月 有澤会計事務所開設（現任） 

2014年10月 株式会社ウエスコホールディングス社外 

監査役就任（現任） 

2015年11月 株式会社アルファ社外監査役就任（現任）   

2016年６月 岡山県貨物運送株式会社社外取締役就任 
（現任） 

2024年３月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 

0株

２ 中
なか

 畑
はた

 真
しん

 哉
や

 

（1982年８月23日） 

2009年12月 弁護士登録 

2012年１月 井上・達野法律事務所（現 陽だまり法律 
事務所）入所 

2024年３月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 

0株

３ 早
はや

 原
はら

 敬
けい

 二
じ

 

（1959年10月18日） 

1982年４月 株式会社香川相互銀行（現 株式会社香川 

銀行）入行 

1999年８月 同行大洲支店長 

2002年８月 同行三島支店長 

2005年２月 同行福山支店長 

2007年４月 同行今村支店長 

0株

（注） １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 
２．候補者全員は社外取締役候補者であります。 
３．当社は各候補者を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 
４．有澤和久氏は、会計士・税理士としての専門的な知識や経験等を有しております。同氏は、当社の監査等委員

である取締役を務め、当該取締役に就任してからの年数は２年であります。同氏がこれまでの経歴で培った経
験及び見識により、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うことが期待されるため、監査等委員で
ある社外取締役候補者とするものであります。 

５．中畑真哉氏は、弁護士としての専門的な知識や経験等を有しております。同氏は、当社の監査等委員である取
締役を務め、当該取締役に就任してからの年数は２年であります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見
識により、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うことが期待されるため、監査等委員である社外
取締役候補者とするものであります。

６．早原啓二氏は、金融機関で培われた専門的な知識や経験等を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った
経験及び見識により、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うことが期待されるため、監査等委員
である社外取締役候補者とするものであります。 



- 42 -

第第３３号号議議案案  補補欠欠のの監監査査等等委委員員ででああるる取取締締役役１１名名選選任任のの件件 

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締
役１名の選任をお願いするものであります。 
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 
候補者は、次のとおりであります。 

氏    名 
（生年月日） 

略歴及び重要な兼職の状況 
所 有 す る  
当社株式の数  

武
たけ

 田
だ

 英 彦
ひで ひこ

 

（1959年12月７日） 

1983年４月 株式会社ノエビア入社 

1986年９月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任 

監査法人）入社 

1995年１月 公認会計士武田英彦事務所開設（現任） 

2021年６月 日本インシュレーション株式会社社外監査役 

就任（現任） 

2024年５月 税理士法人ＳＴＲ代表社員（現任） 

5,000株

（注）１．候補者は、公認会計士武田英彦事務所の代表者であり、当社と同事務所との間で会計顧問契約を締結しており 
ます。 

２．武田英彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、会計士・税理士としての専門的 
な知識や経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識は、当社取締役の職務執行の監査を
客観的な見地で行うに適任であると考えております。この役割を担っていただくことを期待し、補欠の監査等委
員である社外取締役候補者とするものであります。

 
以上
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本総会は、昨年と開催場所が異なります。
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